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国府台公園野球場整備工事 設計・施工一括発注 

プロポーザル実施要領 

１ 基本方針 

（１）事業の目的 

国府台公園野球場においては、昭和２５年開設と公園内施設で最も古く、施設の老

朽化や機能不足などの課題が多数あることから、令和元年において、建替え工事のた

めの実施設計業務を進めてまいりました。しかし、令和２年度当初におけるコロナウ

イルスの感染拡大に対応するため、事業費の縮減や新しい生活様式に対応した施設

とするべく、設計内容の見直しを図ることとしたところです。 

本球場については、イースタンリーグなどにおける活用も見込まれていることか

ら、安全性や情報通信技術の活用による利便性を確保するとともに、地域特性を生か

したデザインとし、地域の人々から親しまれ、人々が集う都市公園としての機能の拡

充を図るため、設計・施工一括発注方式により事業期間の短縮を図るとともに、民間

事業者のノウハウの活用を見込み、公募型プロポーザル方式により事業者を特定す

るものです。 

（２）事業概要 

ア 事 業 名 称  国府台公園野球場整備工事 

イ 場 所  市川市国府台１丁目６番４号 

ウ 事 業 内 容  国府台公園野球場整備に係る設計及び施工 

（詳細は、国府台公園野球場整備工事 設計・施工一括発注プロ

ポーザル要求水準書（以下、「要求水準書」という）による） 

エ 事 業 期 間  契約日の翌日から令和５年３月２２日（約２７か月）まで 

オ 事 業 規 模  野球場フィールドサイズ 両翼95m センター122m以上 

           メイン・内野スタンド延べ床面積 約２，１５０㎡ 

カ 上限提案価格  総額２，７００，０００，０００円（税込） 

キ 発  注  者  市川市 

ク 基 本 計 画  国府台公園再整備基本設計業務委託 

公園基本計画報告書(平成３１年２月) 

（３）敷地概要 

ア 地名地番 市川市国府台一丁目２番２６の一部、２番６３ 

イ 敷地面積 約７．５ｈａ 

ウ 建 蔽 率 上限１２％（休養施設、運動施設、教養施設、備蓄倉庫、災害応急 

対策施設:１０% 他施設２％）（市川市都市公園条例第１条の５） 

エ 容 積 率 上限２００％ （敷地内一部 上限８０％）（建築基準法第５２条） 

オ 施 設 率 上限６０％（市川市都市公園条例 第１条の５） 

カ 主要施設 陸上競技場、野球場、テニスコート、市民体育館 
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（４）要求水準 

要求水準書によるものとします。 

（５）選考方針 

優先交渉権者等の特定は、次のア（一次選考）及びイ（二次選考）の２回の選考を経

て行います。 

ア 提出書類による実績等の客観的評価を踏まえ、参加表明書等の提出者の中から

技術提案書を提出できる上位５者を選定します。（一次選考）。 

イ 一次選考で選定された者について、技術提案書及び技術提案資料並びにプレゼ

ンテーション・ヒアリング（以下「プレゼンテーション」という）による国府台

公園野球場整備工事に係る受注者選考委員会（以下「委員会」という）の選考委

員の評価を踏まえ、優先交渉権者及び次席交渉権者を特定します。（二次選考）。 

（６）委員会の構成 

  石塚 義髙  学識経験者 

  水野 哲也  学識経験者 

  山﨑 誠子  学識経験者 

  植草 耕一  市川市総務部 部長 

  佐野 滋人  市川市企画部 部長 

  金子  明   市川市財政部 部長 

  菊田 滋也  市川市街づくり部 部長 

  松尾 順子  市川市文化スポーツ部 部長 

※委員に対して不当な働きかけをした場合は失格となります。 
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（７）事務局 

郵便番号 272-0023 市川市南八幡４丁目２番５号 いちかわ情報プラザ２階 

市川市 文化スポーツ部 スポーツ課 推進グループ 

TEL：047-318-2013 FAX：047-318-2014 

E-mail：sports@city.ichikawa.lg.jp 

URL：http://www.city.ichikawa.lg.jp/ 

（８）スケジュール 

下記スケジュールは、事務局の業務の都合により変更になることがあります。 
 

内  容 日  時 

一

次 

選

考 

参

加

表

明

書

等

提

出 

実施要領等配布、資料配布、資

料貸出、参加表明書等に関す

る質問書受付の開始 

令和２年８月７日（金） 

参加表明書等に関する質問書

の受付期限 
令和２年８月１７日（月）正午まで 

質問書の回答 令和２年８月２０日（木） 

参加表明書等受付、実施要領

等配布、資料配布、資料貸出の

期限 

令和２年８月２７日（木）正午まで 

一次選考 令和２年９月９日（水） 

一次選考結果通知書の発送 令和２年９月１０日（木） 

二

次 

選

考 

技

術

提

案

書

提

出 

技術提案書・技術提案書に関

する質問書の受付開始 
令和２年９月１０日（木） 

技術提案書に関する質問書の

受付期限 
令和２年９月１７日（木） 正午まで 

質問書の回答 令和２年９月２４日（木）  

技術提案書の受付期限 令和２年１０月１２日（月）正午まで 

プレゼンテーション 令和２年１０月１６日（金） 

二次選考 令和２年１０月１６日（金） 

特定・非特定通知書の発送 令和２年１０月２８日（水） 

 

（９）実施要領等の配布 

ア 配布期間 

令和２年８月７日（金）から令和２年８月２７日（木）正午まで 

イ 配布方法 

実施要領等は、市川市のホームページからダウンロードして下さい。 
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（URL: http://www.city.ichikawa.lg.jp/） 

（１０）資料の配布 

ア 配布資料 

① 資  料： 国府台公園再整備基本設計業務委託 公園基本計画報告書(平成３１年２月) 

② 参考資料：国府台公園野球場再整備実施設計業務委託 実施設計概要書(令和２年３月) 

イ 配布期間 

  令和２年８月７日（金）から令和２年８月２７日（木）正午まで 

ウ 配布方法 

上記資料は、市川市のホームページからダウンロードして下さい。 

（URL: http://www.city.ichikawa.lg.jp/） 

（１１）資料の貸出（報告書・図面） 

各データを格納したＤＶＤ－Ｒ等を貸し出します。 

ア 貸出資料 

① 資料１：国府台公園再整備基本設計業務委託（平成３１年２月） 

② 資料２：国府台公園野球場再整備実施設計業務委託（令和２年３月） 

イ 貸出期間 

 令和２年８月７日（金）から令和２年８月２７日（木）正午まで 

 ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。 

 貸出時間は、午前９時から午後５時まで（最終日は正午まで） 

ウ 貸出方法 

  事務局に電話で申込み、指定の日時に事務局に受け取りに来てください。 

エ 返却方法 

  上記イの期限までに、事務局へ持参又は郵送すること。 

 

２ 参加資格要件 

（１）参加者の構成 

ア 参加者は、単独企業又は、特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という）

によるものとする。 

イ 単独企業は、（２）及び（３）に掲げるすべての参加資格要件を満たす者とする。 

ウ 参加者は、設計事務所等の協力会社との応募を行う場合、協力会社は、（２）ア

①及び③から⑨、並びに（３）ア①②又は（３）イ①の当該協力会社が担当する

業務に関する参加資格要件を満たす者とする。 
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担当業務 
共通 

参加資格要件 
担当業務別 
参加資格要件 

設計業務 
工事監理業務 

（２）ア①及び③～⑨ 

（３）ア①② 

施工業務 （３）イ① 

 

エ 共同企業体による参加者は「市川市特定建設工事共同企業体発注基準」を満たす

者、又は設計業務については本実施要領を満たす者とする。 

共同企業体の代表構成員は（２）及び（３）イの参加資格要件を満たす者とする。

施工業務の構成員は（２）ア①から⑨及び（３）イ①②を満たす者とする。 

設計業務（工事監理業務）の構成員は（２）ア①から⑨及び（３）ア、又は（２）

ア①から⑨及び（３）ア①②を満たす者とする。 

設計業務の構成員のうち 1者は、（２）ア①から⑨及び（３）アを満たす者とす

る。 

担当業務 
共通 

参加資格要件 
担当業務別 
参加資格要件 

施工業務 
（代表構成員） 

（２） （３）イ 

施工業務 
（構成員） 

（２）ア①～⑨ 

（３）イ①② 

設計業務 
工事監理業務 
（構成員） 

（３）ア 
（1者必要） 

（３）ア①② 

  ※設計業務（工事監理業務）と施工業務の担当を同一の者とすることも可 

 

オ 共同企業体の構成員は本事業の他の共同企業体の構成員を兼ねることはできな

い。また、単独企業として入札参加申請を行っている者は、共同企業体の構成員

になることはできない。 

（２）共通する参加資格要件 

ア 共通する参加資格要件 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ない者であること。 

② 市川市入札参加業者適格者名簿（代表構成員にあっては建設工事「建築一式」）

に登載されている者、又は市川市入札参加業者適格者名簿に建築関係建設コ

ンサルタントで登載されている者。 
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③ この公告の日から優先交渉権者特定までの間において、市川市から競争参加

資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けていない者であること。 

④ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者（再生手続開始の決定を受けた者を除く）であること。 

⑤ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがな

されていない者（更生手続開始の決定を受けた者を除く）であること。 

⑥ 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者とし

て、国の調達事案に関し、排除要請がなく、当該状態が継続していない者であ

ること。 

⑦ 委員会の委員でないこと。 

⑧ 委員会の委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する営利法人

その他営利組織及び当該組織に所属する者でないこと。 

⑨ 委員会の委員の研究室に所属する者でないこと。 

⑩ 常勤で３か月以上の雇用関係にあり、要求水準書に示す実績及び資格を有す

る者を本業務全体の統括責任者（以下「統括代理人」という）として専任で配

置できること。 

（３）業務別の参加資格要件 

ア 設計業務及び工事監理業務の参加資格要件 

① 建築士法（昭和２５年法律２０２号）第２３条の規定に基づく、一級建築士事

務所の登録を行っていること。 

② 建築士法第１０条第１項の規定による処分を受けている者が所属していない

こと。 

③ 常勤で３か月以上の雇用関係にあり、要求水準書に示す実績及び資格を有す

る者を設計管理技術者及び照査技術者として配置できること。 

④ 常勤で３か月以上の雇用関係にあり、要求水準書に示す実績及び資格を有す

る者を工事監理管理技術者として配置できること。 

イ 施工業務の参加資格要件 

① 建築一式工事について、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に基づく、特定

建設業の許可を有すること。 

② 市川市入札参加業者適格者名簿において、登録工種「建築一式工事」について、

格付等級Ａであること。 

③ 平成１７年４月１日以降に、国又は地方公共団体が発注し、業務の契約履行が

公告日現在において完了している、延べ床面積２,０００㎡以上の野球場建設

工事を建築一式工事（新築、増築又は改築）で元請（共同企業体にあっては代

表構成員に限る）として施工した実績を有するものであること。 

④ 常勤で３か月以上の雇用関係にあり、要求水準書に示す実績及び資格を有す
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る者を現場代理人及び監理技術者並びに建築施工担当技術者として配置でき

ること。 

（４）共同企業体 

ア 個別責任 

  構成員がその分担に係る建設工事の施行に関し、当該構成員の責めに帰すべ

き事由により発注者又は第三者に損害を与えた場合は、当該構成員がこれを負

担するものとする。 

イ 「市川市特定建設工事共同企業体発注基準」に関わらず、設計業務に係る構成

員の出資比率は、事業実施量等に基づいた基準とすることも可能とする。 

   ウ その他 

      この実施要領に定めのない事項については、市川市特定建設工事共同企業体

発注基準の定めるところによる。 

（５）地域経済への配慮 

ア 事業者は、業務の実施に当たり、本市の地元企業並びに地元人材の活用、本市、

又は県内の地場産材の活用等により、地域経済の活性化に資するよう配慮するこ

と。 

（６）参加表明書等の評価基準 

提出書類の評価基準は、国府台公園野球場整備工事 設計・施工一括発注プロポーザ

ル評価要領（以下「評価要領」という）によります。 

 

一次選考 

３ 参加表明書等の提出  

（１）提出書類 

参加表明書等の提出書類は、指定の様式に基づき作成してください。 

ア 参加表明書 

イ 技術資料 様式１～３  

ウ 様式１、２に添付する資格・実績確認書類  

（２）参加表明書等の提出方法等 

ア 提出部数 

① 参加表明書     １部 

② 技術資料（様式１～３）   １組（データはＣＤ－Ｒ等で提出） 

③ 様式１、２に添付する資格・実績確認書類 １部 

技術資料は表紙をつけず、様式１～３を 1組として、左上部をホチキス綴じして

下さい。 

イ 提出方法  

提出書類は、提出先まで持参又は郵送とします。郵送する場合には配達証明付書
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留郵便とし、受付期限までに必着とします。 

ウ 提出書類の受領確認 

持参の場合は、受領時に参加表明書類受領確認書をお渡しします。郵送の場合は、

ファクシミリにて参加表明書類受領確認書を送付しますので、到着しましたら

電話で事務局に連絡してください。  

エ 受付時間 

実施要領等の配布日から令和２年８月２７日（木）正午まで 

オ 提出場所  

市川市 文化スポーツ部 スポーツ課 推進グループ 

（３）参加表明書等に関する質問の受付及び回答  

ア 質問の方法     

質問は、質問書（別紙様式）により電子メールにて事務局へ送付してください。 

なお、電子メール以外では質問の受付はできません。質問の電子メールを受付し

た時点で受領メールを送信します。また、二次選考で使用する技術提案書の内容

についての質問は、この期間での受付はできません。 

イ 質問書の受付期限  

令和２年８月１７日（月）正午まで  

ウ 質問に対する回答  

質問に対する回答は、一括して質問回答書としてとりまとめ、令和２年８月２０

日（木）にホームページで回答します。  

質問回答書は、本実施要領の追加又は修正として、実施要領と同様に扱います。 

（４）提出書類の記入上の留意事項 

ア 参加表明書 

代表者印を押印の上、提出してください。 

イ 企業の同種・類似業務実績（様式１） 

次の①、②に該当する同種又は類似の業務実績５件以内を記入してください。 

なお、業務実績とは、業務の契約履行が公告日現在において、完了しているもの

をいいます。 

① 同種業務の実績における対象施設は、平成 1７年４月 1日以降に、国又は地方

公共団体が発注した、延べ床面積２,０００㎡以上の野球場の建設に関する基

本設計又は実施設計業務、建設工事、工事監理業務のいずれかを元請（共同企

業体・設計企業体にあっては代表構成員に限る）で実施している実績を対象

とします。 

② 類似業務の実績における対象施設は、平成 1７年４月 1日以降に、国又は地方

公共団体が発注した、観客席１，０００席以上、延べ床面積２,０００㎡以上

のスポーツ施設の建設に関する基本設計又は実施設計業務、建設工事、工事監
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理業務のいずれかを元請（共同企業体・設計企業体にあっては代表構成員に限

る）で実施している実績を対象とします。 

③ 実績が複数ある場合は、同種業務の実績を優先し、かつ規模の大きいものから

５件を記入して下さい。なお、同種又は類似業務の実績が合わせて５件に満た

ない場合は、実績があるもののみを記入してください。 

なお、記入した業務については、契約書（鏡）の写し、業務の完了が確認でき

る資料の写し及び様式１の施設の概要が確認できる図面※１ 、写真、パース

等の書類を提出してください。また、コリンズ、PUBDIS の登録がある場合は、

その写しも提出してください。 

※１:図面は、前記①、②の場合についての平面図、立面図程度とする。 

④ 該当する業務実績について、次の項目を記入してください。 

ａ 受注形態の欄には、単独、設計共同体、企業共同体の別を記入してください。 

ｂ 構造・規模・面積の欄には、（構造別－地上階数/地下階数、延べ面積）を記

入してください。（例：ＲＣ－５Ｆ/Ｂ１、〇〇〇〇〇㎡） 

ｃ 受賞歴は、受賞名、受賞年月日を記入してください。 

⑤ 審査において、「同種」を「類似」又は「実績なし」と、また、「類似」を「実

績無し」と、更に「受賞歴」を「受賞歴なし」として評価することがあります。 

ウ 設計・工事監理の配置技術者の経歴等（様式２） 

本設計業務を担当する設計管理技術者、各専門分野の設計主任技術者及び本工

事監理業務を担当する工事監理管理技術者、各専門分野の工事監理担当技術者

について次に従い記入して下さい。同種、類似業務実績及び記入件数は、設計主

任技術者及び工事監理担当技術者については１件以内、それ以外は３件以内と

します。 

① 経験年数、資格名称 

ａ 各技術者について、当該企業との雇用関係を証明する資料（健康保険証の写

し等）を添付してください。なお、参加表明書の受付日以前に当該事務所と直

接的かつ恒常的に３か月以上の雇用関係が必要となります。 

ｂ 各技術者について、記入した資格を証する資料（資格者証の写し等）を添付

してください。 

② 同種・類似業務実績 

ａ 同種・類似業務の内容は、前記イ①から③までの説明と同じです。 

ｂ 該当する実績については、前記イ④にならって記入し、あわせて関わってい

る分担業務分野及び立場（設計管理技術者、設計主任技術者、設計担当技術

者又はこれらに準ずる立場等）を記入してください。 

③ 公告日現在、従事している設計業務及び工事監理業務 

公告日現在、継続中の手持ち設計業務及び工事監理業務について、前記イ④に
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ならって記入し、あわせて関わっている分担業務分野及び立場（設計管理技術

者、設計主任技術者、設計担当技術者又はこれらに準ずる立場等）を記入して

ください。 

④ 分担業務分野 

提出者において新たに追加する分担業務分野（ユニバーサルデザイン、インテ

リアデザイン、照明設計、積算業務等）がある場合は、設計主任技術者の経歴

等（様式２-５）を提出してください。 

エ 統括代理人・施工の配置技術者の経歴等（様式２） 

本業務を担当する統括代理人、本施工業務を担当する現場代理人、監理技術者、

各専門分野の施工担当技術者について次に従い記入して下さい。同種、類似業

務実績及び記入件数は施工担当技術者については１件以内、それ以外は３件以

内とします。 

① 経験年数、資格名称 

ａ 各技術者について、当該企業との雇用関係を証明する資料（健康保険証の写

し等）を添付してください。なお、参加表明書の受付日以前に当該事務所と

直接的かつ恒常的に３か月以上の雇用関係が必要となります。 

ｂ 各技術者について、記入した資格を証する資料（資格者証の写し等）を添付

してください。 

② 同種・類似業務実績 

ａ 同種・類似業務の内容は、前記イ①から③までの説明と同じです。 

ｂ 該当する実績については、前記イ④にならって記入し、あわせて関わってい

る分担業務分野及び立場（統括代理人、現場代理人、監理技術者、施工担当

技術者又はこれらに準ずる立場等）を記入してください。 

③ 公告日現在、従事している工事 

公告日現在、継続中の手持ち工事について、前記イ④にならって記入し、あわ

せて関わっている分担業務分野及び立場（統括代理人、現場代理人、監理技術

者、施工担当技術者又はこれらに準ずる立場等）を記入してください。 

オ 協力事務所・会社（様式３） 

設計事務所等の協力会社との応募を行う場合は提出してください。分担業務分

野・工種には、建築、構造、電気設備、機械設備、又は提出者において新たに追

加する分担業務分野（ユニバーサルデザイン、インテリアデザイン、照明計画、

積算業務等）を記入し、協力事務所・会社の名称、所在地、代表者、協力を受け

る内容及び理由について記入してください。 

カ 参加表明書及び技術資料作成上の注意 

① 提案は、文章での表現を原則として、基本的考え方を簡潔に記述してください。

文字の大きさは１０．５ポイント以上としてください。 
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② 使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量

法（平成４年法律第５1号）に定める単位としてください。 

 

二次選考 

４ 技術提案書の提出 

（１）提出書類   

ア 技術提案書表紙    指定様式 

イ 全体工程及び施工方法    任意様式 

ウ 本事業の実施における課題への対応  任意様式 

エ 特定テーマについての技術提案資料  任意様式（Ａ３判） 

オ 提案価格見積書    指定様式 

設計業務費、工事監理業務費、工事費（解体工事含む） 

（２）提出書類の提出方法等  

ア 提出部数 

① 技術提案書             １組（データはＣＤ－Ｒ等で提出） 

  前項ア～ウを１組として左上部をホチキス綴じしてください。 

② 特定テーマについての技術提案資料  １組（データはＣＤ－Ｒ等で提出） 

任意様式（Ａ３判）を１組として左上部をホチキス綴じしてください。 

③ 提案価格見積書           １部（封書にして提出） 

イ 提出方法   

提案書類は、提出先まで持参又は郵送とします。郵送する場合には配達証明付書

留郵便とし、受付期限までの必着とします。 

ウ 提出書類の受領確認 

持参の場合は、受領時に技術提案書類受領確認書をお渡しします。郵送する場合

は、ファクシミリにて技術提案書類受領確認書を送付しますので、到着しました

ら電話で事務局に連絡してください。 

エ 技術提案書の受付期間 

一次選考結果の通知日から令和２年１０月 1２日（月）正午まで 

オ 提出場所   

市川市 文化スポーツ部 スポーツ課 推進グループ 

（３）技術提案書に関する質問の受付及び回答  

ア 質問の方法   

質問は、質問書（別紙様式）により電子メールにて事務局へ送付してください。 

イ 質問書の受付期間  

一次選考結果の通知日から令和２年９月 1７日（木）正午まで 

ウ 質問に対する回答   
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質問に対する回答は、一括して質問回答書としてとりまとめ、令和２年９月２４

日（木）に市のホームページで回答します。 

質問回答書は、本実施要領の追加又は修正として、実施要領と同様に扱います。 

（４）提出資料の記入上の留意事項 

ア 技術提案書表紙 

代表者印を押印の上、提出してください。 

イ 全体工程及び施工方法（任意様式） 

国府台公園野球場建設に伴う基本設計・実施設計業務の設計工程等、施工（解体

工事含む）工程等を含めた野球場完成までの全体工程を求めるものです。 

また、施工期間における近隣住民及び公園内他施設利用者に対して配慮した施

工方法についても考え方を求めます。 

ウ 本事業の実施における課題提起とその対応（任意様式） 

本事業の実施において、想定される課題を一つ提起し、その課題への対応方法に

ついて考え方を求めるものです。 

エ 特定テーマについての技術提案 

（Ａ３任意様式、外観透視図２枚に加え、テーマ１とテーマ２合計で２枚程度） 

 技術提案は、ライフサイクルコストを考慮した内容とすること。 

① テーマ１．地域特性を活かした周辺環境と調和する施設整備の考え方 

国府台公園は下総国府が置かれた市川市でも古い歴史のある、周辺に国分寺、

城跡など、歴史的な遺跡が多く残されている地区に位置しており、野球場の計

画においても地域特性や景観を考慮する必要があります。 

当公園は野球場以外にも各種スポーツ施設を有する本市のスポーツ施設の中

心であるため、周辺環境に調和し、永く市民に親しまれる施設となる様なデザ

インと諸室配置を提案してください（外観透視図(正面図１枚、施設全体とス

タンド構造が分かる鳥観図１枚)及び諸室の配置・面積を示す平面イメージ

図）。 

② テーマ２．情報通信技術の活用と新しい生活様式に対応した施設整備の考え方 

スポーツ施設においても、情報通信技術を利便設備、安全管理支援、維持管理

業務等へ活用し、利用者の満足度の向上、スポーツ実施率の向上や施設のコス

ト縮減に役立てることが期待されています。また、新型コロナウイルス流行に

より、新しい生活様式に対応した安心・安全な施設が求められる社会環境とな

っております。この様な背景を反映した施設整備の考え方を提案してくださ

い。 

オ 技術提案資料作成上の注意事項 

① 提案は、基本的考え方を簡潔に記述してください。文字の大きさは１０.５ポ

イント以上にしてください。 
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② ４（１）イからエについては、提出者を特定することができる内容の記述（具

体的な社名や実績の名称等）を記入しないでください。 

③ 使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量

法に定める単位としてください。 

（５）技術提案書の評価基準 

提出資料の評価は、評価要領によります。 

（６）プレゼンテーション 

プレゼンテーションは、以下の要領で行います。 

ア 説明者は当該業務に予定する３名以内とし、そのうちの１名は原則として統括

代理人とします。 

イ プレゼンテーションの場所、日付、時間、留意事項等については、一次選考後に

別途通知します。 

ウ プレゼンテーションに出席しない場合は、参加意思がないものとみなし、失格と

します。 

 

５ 選考方法及び結果の通知 

（１）本プロポーザルは、二段階選考方式で行います。 

（２）選考に係る評価 

ア 参加資格確認 

参加表明書を期限までに提出している者のうち、参加資格を満たしている者の

参加を認めます。 

イ 一次選考 

提出書類による実績等の客観的評価を踏まえ、参加表明書提出者の中から技術

提案書を提出できる上位５者を選定します。 

ウ 一次選考結果の通知 

一次選考の結果、選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨と、その

理由（非選定理由）を郵送で書面にて通知します。一次選考で選定された者は一

次選考結果通知書を郵送で書面にて通知します。 

エ 二次選考 

一次選考で選定された者について、技術提案書及び技術提案資料並びにプレゼ

ンテーションによる選考委員の評価を踏まえ、優先交渉権者１者及び次席交渉

権者１者を特定します。 

オ 二次選考結果の通知 

二次選考の結果、優先交渉権者及び次席交渉権者に特定されなかった者に対し

ては、特定されなかった旨と、その理由（非特定理由）を郵送で書面にて通知し

ます。二次選考で特定された者は、特定通知を郵送で書面にて通知します。 
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６ 失格 

次の条件のいずれかに該当する場合には、失格となることがあります。 

（１）提出資料等が本要領の提出方法に適合しない場合 

（２）提出資料等が本要領に示された条件に適合しない場合 

（３）虚偽の内容が記入されている場合 

（４）選考委員に不当な働きかけをした場合 

（５）選考の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合 

（６）その他、本要領に違反すると認められた場合 

 

７ 契約の締結 

（１）契約の締結 

市川市は、最も優れた提案者と認められた優先交渉権者と契約の交渉を行います。

この手続きに参加した者が、公告の日から優先交渉権者特定までの間に市川市から

競争参加資格停止又は競争参加資格除外を受けた場合、その者については、この手続

きに係る特定の対象とせず、又は契約の締結を行わないことがあります。 

また、優先交渉権者に事故等があり、見積書の徴収が不可能となった場合は、次席

交渉権者を契約の交渉、見積書の徴収の相手方とするものとします。優先交渉権者は、

特定・非特定通知書の発送日から 1０日以内に仮契約を締結するものとします。 

なお、仮契約は市川市議会で可決されたとき、本契約として成立します。 

優先交渉権者は、仮契約の締結前に事業費見積書を本市に提出するものとします。 

当該見積書の額については、二次選考時に提出した提案価格見積書の額以下としま

す。 

（２）契約に係る業務内容 

要求水準書によります。業務の実施にあっては、市川市と十分協議して進めるものと

します。 

（３）履行期間 

契約日の翌日から令和５年３月２２日まで（約２７か月） 

（４）契約の締結 

工事請負契約約款によります。 

（５）契約者 

市川市 

（６）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

（７）契約書の作成の要否 

要とします。 

（８）前払金の支払条件 
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請負代金の１００分の４０以内を原則とし、令和２年度中に請求することができる。 

（９）中間前払金の支払条件 

請負代金の１００分の２０以内を原則とし、令和３年度中に請求することができる。 

 

８ その他 

（１）辞退について 

技術提案書の提出者に選定された者が、技術提案書の提出を辞退する場合は、書面

（書式自由。ただし、Ａ４判とする。）により、令和２年１０月１２日（月）までに

事務局まで、持参又は郵送してください。なお、辞退した場合でも、これを理由とし

て以後の業務発注等に不利益な扱いを受けることはありません。 

（２）参加表明書の作成及び提出に係る費用は、参加表明者の負担とします。技術提案書

についても同様です。 

（３）提出受付期間以降における提出資料の差し替え及び再提出は原則として認めませ

ん。また、本業務の実施にあたっては、提出資料に記入した配置予定の技術者を原則

として変更することはできません。ただし、病床、死亡、退職等の止むを得ない理由

により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの承諾を市川市から得るも

のとします。 

（４）提出資料の取扱い 

ア 提出された参加表明書等は返却しません。 

イ 提出資料は、選考を行う作業に必要な場合において、複製を作成します。 

ウ 提出資料及びその複製は、技術提案書の選考以外に提出者に無断で使用しない

ものとします。ただし、市川市は、技術提案書のうち、「特定テーマについての

技術提案書（任意様式）」については、本プロポーザルに関する記録として使用

できるものとします。 

（５）選考の経緯及び結果についての異議の申し立ては受け付けません。 


